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千
葉
県
特
定
自
動
車
部
品
の
ヤ
ー
ド
内
保
管
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
特
定
自
動
車
部
品
の
ヤ
ー
ド
内
保
管
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
一
号
） 

改
正
後 

改
正
前 

（
取
引
担
当
者
の
確
認
） 

（
取
引
担
当
者
の
確
認
） 

第
九
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
方
法
と
す
る
。 

第
九
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

取
引
担
当
者
（
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
引
担
当
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日
の
申
出
を
受
け
る

と
と
も
に
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
取
引
担
当
者
の
身
元
を
確

か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。 

一 

取
引
担
当
者
（
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
引
担
当
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日
の
申
出
を
受
け
る

と
と
も
に
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
そ
の

他
の
取
引
担
当
者
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。 

二
～
七 

（
略
） 

二
～
七 

（
略
） 

八 

取
引
担
当
者
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日
の
申
出
を
受
け
る
と

と
も
に
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
取
引
担
当
者
の
身
元
を
確
か
め

る
に
足
り
る
資
料
の
写
し
（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
送
付
を
受
け
、

当
該
資
料
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者
の
住
所
に
宛
て
て
配
達
記
録
郵
便
物
等
で

転
送
を
し
な
い
取
扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
、

並
び
に
当
該
資
料
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る

預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
又
は
振
替
の
方
法
に
よ
り
当
該
原
動
機
の
代
金
を
支
払
う

こ
と
を
約
す
る
こ
と
（
当
該
原
動
機
に
係
る
条
例
第
六
条
の
記
録
と
と
も
に
当
該
資

料
の
写
し
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

八 

取
引
担
当
者
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
生
年
月
日
の
申
出
を
受
け
る
と

と
も
に
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
そ
の
他
の

取
引
担
当
者
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
写
し
（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
の
送
付
を
受
け
、
当
該
資
料
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者
の
住
所

に
宛
て
て
配
達
記
録
郵
便
物
等
で
転
送
を
し
な
い
取
扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付

し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
、
並
び
に
当
該
資
料
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の

者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
又
は
振
替
の
方
法
に

よ
り
当
該
原
動
機
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ
と
（
当
該
原
動
機
に
係
る
条

例
第
六
条
の
記
録
と
と
も
に
当
該
資
料
の
写
し
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

九 

（
略
） 

九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 


